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(57)【要約】
【課題】良好な熱伝導性を示すとともに、低コストで製
造可能な金属層間に挟まれたダイを有することを特徴と
する半導体装置用のフリップチップ型パッケージを提供
する。
【解決手段】一方の金属層２２４は、ハンダボール接点
を介してダイ２０２（例えば、ＩＣパッドあるいはＭＯ
ＳＦＥＴのゲートまたはソースパッド）の第１の表面で
種々のパッドに電気的かつ熱的に接続されるように構成
されたリードフレームの部分を有する。他方の金属層２
２６は、ダイ２０２の反対側と少なくとも熱的に接続さ
れる。本発明に係るパッケージの実施形態は、優れた放
熱特性を示し、その上、ワイヤボンドにかかる費用を抑
制している。本発明の実施形態は、特に、パワーデバイ
スのパッケージに適する。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーデバイスダイと熱的に接続されるように構成される第１の金属層と、
　前記パワーデバイスダイの前記第１の金属層の配置された側の反対側に配置される第２
の金属層と、からなる半導体装置用パッケージにおいて、
　前記第２の金属層は、前記パワーデバイスダイの表面で、ハンダボール接点を介してパ
ッドと電気的かつ熱的に接続されるように構成され、
　前記第１の金属層または前記第２の金属層は、前記パワーデバイスダイ、前記ハンダボ
ール接点および前記第１および第２の金属層の少なくとも一部を封止するプラスチックパ
ッケージ体から突出する一体型のリードを有する
　ことを特徴とする半導体装置用パッケージ。
【請求項２】
　前記第１の金属層は、前記パワーデバイスダイと電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項３】
　前記第１の金属層は、第２のハンダボール接点を介して、前記パワーデバイスダイと電
気的に接続される
　ことを特徴とする請求項２に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項４】
　前記第１の金属層の一部は、前記プラスチックパッケージ体から露出してヒートシンク
を形成する
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項５】
　前記第２の金属層の一部は、前記プラスチックパッケージ体から露出してヒートシンク
を形成する
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項６】
　さらに、前記第２の金属層の一部と電気的に接続される第２のパワーデバイスダイを有
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項７】
　前記第２の金属層の同一部分は、第１のパワーデバイスダイおよび第２のパワーデバイ
スダイと電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項８】
　前記第２の金属層の同一部分は、前記第１の金属層と垂直方向に電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項７に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項９】
　前記第１のパワーデバイスダイは、ＭＯＳＦＥＴであり、
　前記第２の金属層の同一部分は、前記第１のパワーデバイスダイと電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項７に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１０】
　前記第２の金属層は、固定位置で前記ハンダボール接点を受容するように構成されると
ともに、
　第１のパワーデバイスダイの大きさや形状によって、異なる位置で前記第１のパワーデ
バイスチップに対するその他のハンダボール接点を受容するように構成される
　ことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１１】
　さらに、前記第２のダイの上方または下方に配置される第３のパワーデバイスダイを含
むとともに、
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　ハンダボールを介して、前記第２のパワーデバイスダイのパッドと電気的に接続される
パッドを有する
　ことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１２】
　前記パワーデバイスダイは、ＭＯＳＦＥＴダイを含み、
　前記第２の金属層は、前記ＭＯＳＦＥＴダイの表面でゲートパッドと電気的に接続され
る第１の部分と前記ＭＯＳＦＥＴダイの表面でソースパッドと電気的に接続される第２の
部分を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１３】
　前記第１の金属層は、前記ＭＯＳＦＥＴダイの第２の表面でドレインと熱的かつ電気的
に接続される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１４】
　前記リードは、前記第２の金属層と一体となっている
　ことを特徴とする請求項１２に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１５】
　前記パワーデバイスダイは、集積回路（ＩＣ）ダイを含み、
　前記第２の金属層は、前記ＩＣダイの表面で各パッドと電気的に接続される複数の部分
を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１６】
　前記第１の金属層は、前記ＩＣダイの第２の表面で電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項１５に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１７】
　前記第２の金属層の一部は、開孔部を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項１８】
　第１のパワーデバイスダイの第１の側面と少なくとも熱的に接続される第１の金属層と
、
　前記第１のパワーデバイスダイの上方または下方に配置されるとともに、ハンダボール
接点を介して、前記第１のパワーデバイスダイの第２の側面と電気的に接触する第２のパ
ワーデバイスダイと、
　前記第１のパワーデバイスダイから前記第２のパワーデバイスダイの対向する側に配置
される第２の金属層と、から構成される半導体装置用パッケージであって、
　前記第２の金属層は、前記第２のパワーデバイスダイと少なくとも熱的に接続され、
　前記第１の金属層または前記第２の金属層は、前記パワーデバイスダイと、前記ハンダ
ボール接点と、前記第１および第２の金属層の少なくとも一部を封止するプラスチックパ
ッケージ体から突出する一体型のリードを有し、
　前記第１のパワーデバイスダイまたは前記第２のパワーデバイスダイは、前記第１の金
属層または前記第２の金属層と電気的に接続される
　ことを特徴とする半導体装置用パッケージ。
【請求項１９】
　前記第１のパワーデバイスダイは、第２のハンダボール接点を介して、前記第１の金属
層と電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項１８に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項２０】
　前記第１のパワーデバイスダイは、第２のハンダボール接点を介して、前記第１および
第２の金属層の間に配置される第３の金属層と電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項１８に記載の半導体装置用パッケージ。
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【請求項２１】
　前記第１の金属層の一部は、前記プラスチックパッケージ本体から露出されてヒートシ
ンクを形成する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項２２】
　前記第２の金属層の一部は、前記プラスチックパッケージ本体から露出されて第２のヒ
ートシンクを形成する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の半導体装置用パッケージ。
【請求項２３】
　パワーデバイスダイの第１の表面と少なくとも熱的に接続される第１の金属層を備える
工程と、
　ハンダボール接点を介して、前記第１の表面に対向する前記パワーデバイスチップの第
２の表面と熱的かつ電気的に接続される第２の金属層を備える工程と、
　前記ダイ、前記ハンダボール接点、および前記第１および第２の金属層の少なくとも一
部をプラスチック封止材の内部で封止して、パッケージ体を形成する工程と、を有する
　ことを特徴とする半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２４】
　前記第１の金属層は、前記パワーデバイスダイと電気的に接続される
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２５】
　前記パワーデバイスダイを封止する工程は、前記第１の金属層の一部をヒートシンクと
して露出する工程である
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２６】
　前記パワーデバイスダイを封止する工程は、前記第２の金属層の一部を第２のヒートシ
ンクとして露出する工程である
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２７】
　さらに、前記第２の金属層の平面の外に前記第２の金属層の一部を曲げて、前記パッケ
ージ体から露出させてリードを形成する工程を有する
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２８】
　前記第２の金属層に、前記第２の金属層の平面の外に曲げられた部分を設けて、パッケ
ージ体から露出させてリードを形成する
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項２９】
　前記第１の金属層は、第２のパワーデバイスダイの第１の表面と少なくとも熱的に接続
する部分を備えるとともに、
　前記第２の金属層は、ハンダボール接点を介して、前記第１の表面に対向する前記第２
のパワーデバイスダイの第２の表面で、各パッドと電気的かつ熱的に接続される部分を有
する
　ことを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項３０】
　前記部分はまた、前記第１のパワーデバイスダイの前記第２の表面でパッドと電気的に
接続される
　ことを特徴とする請求項２９に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項３１】
　第１のパワーデバイスダイは、ＭＯＳＦＥＴダイを有し、
　前記部分を、前記ＭＯＳＦＥＴダイのゲートと電気的に接続する
　ことを特徴とする請求項２９に記載の半導体装置のパッケージ方法。
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【請求項３２】
　さらに、前記第２のパワーデバイスダイの上方または下方に露出されるとともに、第２
のハンダボール接点を介して、前記第２のパワーデバイスダイと電気的に接続される第３
のパワーデバイスダイを備える工程を有する
　ことを特徴とする請求項２９に記載の半導体装置のパッケージ方法。
【請求項３３】
　第１のパワーデバイスダイの第１の側面と少なくとも熱的に接続されるように構成され
る第１の金属層を備える工程と、
　前記第１のパワーデバイスダイの上方または下方に配置されるとともに、ハンダボール
接点を介して、前記第１のパワーデバイスダイの第２の側面と電気的に接触する第２のパ
ワーデバイスダイを備える工程と、
　前記第１のパワーデバイスダイから前記第２のパワーデバイスダイの対向する側に配置
される第２の金属層を備える工程と、を有する半導体装置用パッケージの形成方法におい
て、
　前記第２の金属層は、前記第２のパワーデバイスダイと少なくとも熱的に接続され、
　前記第１の金属層または前記第２の金属層は、前記パワーデバイスダイと前記ハンダボ
ール接点と前記第１および第２の金属層の少なくとも一部を封止するプラスチックパッケ
ージ体から突出する一体型のリードを有し、
　前記第１のパワーデバイスダイまたは前記第２のパワーデバイスダイを、前記第１の金
属層または前記第２の金属層と電気的に接続する
　ことを特徴とする半導体装置用パッケージの形成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、良好な熱伝導性を示すとともに、低コストで製造可能な金属層間に挟まれた
ダイを有することを特徴とする半導体装置用のフリップチップ型パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、パワーＭＯＳＦＥＴダイを内蔵する従来のパッケージの概略平面図を示してい
る。図１Ａは、１Ａ～１Ａ’線に沿って切断された図１のパッケージの概略断面図を示し
ている。
【０００３】
　特に、従来のパワーＭＯＳＦＥＴパッケージ１００は、上部表面を有するとともに、ゲ
ートパッド１０４とソースパッド１０６を有することを特徴とするパワーＭＯＳＦＥＴダ
イ１０２を有している。ゲートパッド１０４は、ボンディングワイヤ１１２を介して第１
のリード１１０と電気的に接続され、ソースパッド１０６は、ボンディングワイヤ１１６
を介して第２のリード１１４と電気的に接続される。
【０００４】
　ダイ１０２の底部表面は、ドレインパッド１０８を備えることを特徴とする。ドレイン
パッド１０８は、電気伝導性接着材１２０を介して、基盤となるダイパッド１１８と電気
的に接続される。この接着材１２０には熱伝導性もあるので、作動時にＭＯＳＦＥＴダイ
によって発生する熱は、ダイパッドの下部表面で形成されるヒートシンク１２２を介して
、パッケージの外に輸送される。前記ダイパッドと一体化された各リードを介して、熱エ
ネルギーがパッケージの外に導かれる可能性もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１乃至図１Ａのパッケージは機能的である反面、いくつかの欠点を提供する可能性が
ある。１つは、ダイの各パッドまたは表面と各リードの間で、ワイヤボンディングをする
必要があることである。具体的には、ボンドワイヤ材は一般に、金、つまり非常に高価な
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原料から作成されるので、このワイヤボンディングステップには費用がかかる。
【０００６】
　また、ワイヤボンディングステップでは、ボンドワイヤを曲げて（歪ませて）、ダイと
各リードの端部にある狭小な対象領域に、所定の力で高精度に取り付ける必要があるので
、ワイヤボンディングステップを実行することは難しい。歪み状態でのワイヤの破損ある
いはワイヤ端部を正確に接合できないことによって、欠陥が高められて、スループットが
減少する可能性がある。このステップでのダイにワイヤを取り付ける力が、ダイを傷つけ
る可能性もある。
【０００７】
　さらに、ソースおよびゲートのボンドワイヤ接続は、パッケージが熱エネルギーを放散
させる能力を制限する。特に、ボンドワイヤが少量であれば、パッケージ外に熱を輸送す
るための熱伝導物質は少量しか提供されない。
【０００８】
　最後に、ボンドワイヤによって提供される横断面は比較的小さいので、ダイと各リード
間に低抵抗の接触が確立されることを妨げる可能性がある。低抵抗の接触を確立するため
の従来の試みは、大抵、より多くのボンドワイヤを用いることに帰着するので、上述のコ
ストの問題を悪化させることになる。さらに、ダイ表面で低抵抗の接触を確立するために
、複数のボンドワイヤステッチを使用すれば、複数の取り付けステップが必要となるので
、ダイを損傷する危険を再度引き起こす可能性がある。
【０００９】
　長いボンドワイヤ、多数のボンドワイヤをダイへの電気接続部として使用することによ
って、他のデメリットが生じる可能性がある。例えば、ボンドワイヤは、ＭＯＳＦＥＴの
スイッチング動作を妨げる可能性がある、より大きなインダクタンスを提供するかもしれ
ない。また、ボンドワイヤは、非制御の外部インダクタンスまたはインピーダンスをパワ
ーＩＣに付加することもできるが、それを補償する内部の集積回路が必要となるであろう
。
【００１０】
　したがって、本技術分野では、良好な熱伝導性を示すとともに、低コストでの製造が可
能な、改良されたパッケージ設計が要求される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る実施形態は、金属層の間に挟まれたフリップチップダイを特徴とする半導
体装置用パッケージに関する。一方の金属層は、ハンダ接点を介してダイ（例えば、ＩＣ
パッドあるいはＭＯＳＦＥＴのゲートまたはソースパッド）の第１の表面で種々のパッド
と電気的かつ熱的に接続されるように構成されたリードフレームの各部分を有する。他方
の金属層は、ダイの反対側と少なくとも熱的に接続される。本発明に係るパッケージの実
施形態は、優れた放熱特性を示し、その上、ワイヤボンディングにかかる費用を抑える。
【００１２】
　本発明のこれらの実施形態および他の実施形態は、その特徴およびいくつかの潜在的メ
リットと同様に、以下の文章と添付の図面と共に、より詳細に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来のパワーＭＯＳＦＥＴパッケージの概略平面図である。
【図１Ａ】図１の１Ａ－１Ａ’線に沿って切断された従来のパッケージの概略断面図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に係るパッケージの概略平面図である。
【図２Ａ】図２の２Ａ－２Ａ’線に沿って切断されたパッケージの実施形態の概略断面図
である。
【図２Ｂ】本発明に係るパッケージの代替的な実施形態の概略断面図である。
【図２Ｃ】本発明に係るパッケージの別の代替的な実施形態の概略断面図である。
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【図２Ｄ】本発明に係るパッケージのさらに別の代替的な実施形態の概略断面図である。
【図２ＤＡ】本発明に係るパッケージのさらに別の代替的な実施形態の概略断面図である
。
【図２Ｅ】本発明の実施形態に係るリードフレームの実施形態の平面図である。
【図２ＥＡ】本発明の実施形態に係るリードフレームの実施形態の断面図である。
【図２ＦＡ】本発明の実施形態に係るリードフレームの代替的な実施形態の平面図である
。
【図２ＦＢ】図２ＦＡの２Ｆ－２Ｆ’線に沿って切断されたリードフレームの断面図であ
る。
【図２ＧＡ】本発明の実施形態に係るリードフレームの代替的な平面図である。
【図２ＧＢ】図２ＧＡの２Ｇ－２Ｇ’線に沿って切断されたリードフレームの断面図であ
る。
【図２Ｈ】本発明の実施形態に係るリードフレームの実施形態の概略平面図である。
【図２ＩＡ】本発明の実施形態に係るリードフレームの代替的な実施形態の平面図である
。
【図２ＩＢ】図２ＩＡの２Ｉ－２Ｉ’線に沿って切断されたリードフレームの断面図であ
る。
【図２Ｊ】本発明に係るリードフレームの実施形態の概略平面図である。
【図２Ｋ】本発明に係るリードフレームの実施形態の概略平面図である。
【図２ＬＡ】本発明の実施形態に係るリードフレームの代替的な実施形態の平面図である
。
【図２ＬＢ】図２ＬＡの実施形態に係るリードフレームの断面図である。
【図２Ｍ】本発明の実施形態に係るリードフレームの概略平面図である。
【図２Ｎ】本発明の実施形態に係るリードフレームの概略平面図である。
【図２Ｏ】本発明の実施形態に係るリードフレームの概略平面図である。
【図３Ａ】複数のダイを支持するように構成される本発明に係るリードフレームの代替的
な実施形態の上部金属層の概略平面図である。
【図３Ｂ】複数のダイを支持するように構成される本発明に係るリードフレームの代替的
な実施形態の下部金属層の概略平面図である。
【図３Ｃ】複数のダイを内蔵するように構成される本発明の実施形態に係るパッケージの
実施形態の概略断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るリードフレーム内における複数のダイの配置の概略平面
図である。
【図５】積層構成された多数のダイを特徴とする本発明に係るパッケージの実施形態の概
略断面図である。
【図６】本発明に係るパッケージの代替的な実施形態の概略断面図である。
【図７】本発明に係るパッケージの代替的な実施形態の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図２は、本発明に係るパッケージの実施形態の概略平面図である。図２Ａは、断面線２
Ａ－２Ａ’に沿って切り取られた図２のパッケージの概略断面図である。
【００１５】
　パッケージ２００は、上部表面にゲートパッド２０４とソードパッド２０６を備えるこ
とを特徴とするＭＯＳＦＥＴダイ２０２を有する。ＭＯＳＦＥＴダイ２０２の底部表面は
、ドレイン接点２０８を備えることを特徴としている。
【００１６】
　ドレイン接点２０８は、電気伝導性と熱伝導性を有する接着材２２０を介して、基盤と
なる第１の金属層２２４と電気的に接続される。そのような電気伝導性と熱伝導性を有す
る材料の一例は、ハンダである。ある実施形態では、第１の金属層は、事前にバンプされ
たハンダボールが備えられてもよく、あるいは事前に成形されたハンダ付け可能な接触表
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面が備えられてもよい。
【００１７】
　第１の金属層２２４の一体となった各突出部は、それぞれ電気接触用のリードをＭＯＳ
ＦＥＴのドレインに提供するために、ブラスチックパッケージ体の外部に延びている。パ
ッケージ体によって露出された第１の金属層２２４の下側部分は、ヒートシンクとして使
用されてもよい。
【００１８】
　パッケージ２００は、ダイを被覆する第２の金属層２２６を有する。第２の金属層２２
６の第１の部分２２８は、ハンダ接続部２３０を介して、ゲートパッド２０４と電気的に
接続される。第２の金属層２２６の第２の部分２３２は、複数のハンダ接続部２３４を介
して、ソースパッド２０６と電気的に接続される。金属層２２６の上部部分２２８および
２３２は、順に配設されて、プラスチックパッケージ体の外部に延びて、ゲートおよびソ
ースに接続するリードとして使用される。この形成工程では、第１の金属層２２４の高さ
に適合させるために、第２の金属層２２６の部分２２８と２３２の垂直方向の高さを変え
てもよい。ある特定の実施形態では、第２の金属層の形状は、曲げによって形成されても
よい。他の実施形態では、第２の金属層は、事前に成形された形状で提供されてもよい。
【００１９】
　図２～図２Ａのパッケージ構造は、従来のパッケージ構造を超える多くの利点を提供で
きる。１つの利点は、製造の間、ワイヤボンディングを必要としないことである。その代
わりに、ダイと第２の金属層の間の接触は、曲げと金属ボンドワイヤを正確に整合するこ
とを必要としないハンダ接点によって行われる。ワイヤボンディングに代えてそのような
ハンダ接点を使用することにより、欠陥の発生が減少するので、パッケージを製造する総
コストは減少する。
【００２０】
　本発明の実施形態によれば、好適な電気的性能を提供することもできる。例えば、各ボ
ンドワイヤに関連する各金属層でのインダクタンスを減少すれば、インダクタンスが減少
するので、スイッチング速度をより速くできる。細長いボンドワイヤに代えて金属層を用
いるので、パッケージに内蔵されたダイへの接触抵抗が、好適に減少される。
【００２１】
　図２～図２Ａで示されるパッケージの実施形態によって提供可能な別の利点は、熱を放
散させる能力が向上することである。特に、下部金属層は、ダイのドレイン接点と熱的に
接続されるので、各リードを介してパッケージの外に熱を伝導できる。そして、ある実施
形態では、下部金属層の一部は、パッケージの外部で露出されているので、周辺の環境に
対するヒートシンクとして使用される。
【００２２】
　さらに、上部金属層は、ハンダ接続部を介して、ダイの大部分の領域、特に、ダイの上
部表面にあるソースパッドと十分に熱的に接触する。このダイの大部分に接触する領域は
、各リードを介して、パッケージから離れたダイから周辺の環境への熱の流れをさらに高
める。そして、ある実施形態では、上部金属層の一部は、パッケージの外部に露出されて
いるので、周辺の環境に対するヒートシンクとして使用される。
【００２３】
　図２～図２Ａに示す実施形態は、ハンダボールを使用して、ダイの片側だけと電気的に
接続することを示しているが、このことは本発明にとって必須のものではない。他の実施
形態によれば、ハンダボールを使用して、ダイの両側で接点と電気的に接続することもで
きる。
【００２４】
　そして、図２～図２Ａに示す実施形態は、ドレインと接触する下部金属層およびハンダ
接続を介してゲート／ソースと接触する上部金属層を示しているが、このことは本発明に
とって必須のものではない。これに替えて、ダイのソースおよびゲートと接触する下部金
属層を有することを特徴とするとともに、ドレインと接触する上部金属層を有することを
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特徴としてもよい。そのような実施形態は、図２Ｂの概略断面図で示されている。さらに
、両金属層によって、望ましい高熱伝導特性と信頼性および製造コストの低下がもたらさ
れる。
【００２５】
　さらに、図２Ｃは、本発明に係るパッケージの別の実施形態の概略断面図を示している
。この特定の実施形態では、下部金属層は、上部金属層の一部と接触するように、上向き
に曲げられており、上部金属層自体は、パッケージ体から外に延びるように、下向きに曲
がっている。図２Ｃの実施形態によれば、第１の金属層の上向きに突出した部分が、パッ
ケージのプラスチック体中に確実に埋設されて、そこに留まるという利点が示される。さ
らに、図２Ｃの構造は、正方形または長方形の外形を有するヒートシンクを示している。
このようなパッケージの底部に露出する下部金属層の一体化された部分は、パッケージの
側面まで延び続けることはない。
【００２６】
　プラスチックのパッケージ体中でダイを封止することに加えて、図２Ｃのパッケージは
、露出されたリードを打ち抜くことによって、周りの材料から個片化される。このように
リードのパッケージ体から外に延びる部分は、テストに供される。この実施形態に代えて
、リードの露出部分をパッケージの表面とともに取り除くソーイング工程によって、パッ
ケージを周りの材料から個片化することもできる。
【００２７】
　図２Ｄは、本発明に係るパッケージのさらに別の実施形態の概略断面図を示している。
この特定の実施形態では、第１および第２の金属層が、パッケージの厚さの中間点から突
出するように構成される。そのような構成によって、パッケージは実用上十分な柔軟性を
備えるので、その柔軟性によって、リードの突出部は、パッケージが最終的に設置される
環境の要求に応じて、いずれかの方向（上方または下方）および種々の形態（Ｊ型、ガル
ウイング型、逆ガルウイング型）に曲げることができる。
【００２８】
　図２ＤＡは、本発明に係るパッケージのさらに別の実施形態の概略断面図を示している
。この実施形態は、パッケージの頂部に配置されたヒートシンクに向けて上方に突出した
ガルウイング型リードをなすリードを示している。
【００２９】
　図２Ｅ～図２ＥＡは、本発明に係るパッケージの別の実施形態の概略平面図および断面
図を、それぞれ示している。図２Ｅ～図２ＥＡのパッケージは、パッケージの一方の側だ
けからリードが突出している。第１の突出リードは、パッケージの中間厚さに置かれた下
部金属層の一部から形成され、その下部金属層は、ハンダ接点を介してダイのソースパッ
ドと接触している。第２の突出リードも、下部金属層の一部から形成され、その下部金属
層は、ハンダ接点を介してダイのゲートパッドと接触している。第３の突出リードは、上
部金属層の一部から形成され、その上部金属層は下方向に曲げられてから、パッケージの
中間厚さにおいて、パッケージ体の外部に突出する。また、この上部金属層は、ダイのド
レインパッドと接触する。図２Ｅで示されるように、上部金属層は、パッケージ体のプラ
スチック封止材の侵入を可能にする開孔部を有していてもよく、それによって、パッケー
ジ内での上部金属層の機械的噛み合いが助長される。
【００３０】
　これまでに記載された実施形態は、３つの端子（ゲート、ソース、ドレイン）を有する
ＭＯＳＦＥＴ装置を内蔵するパッケージに関するものである。もっとも、本発明は、この
種のダイを内蔵することに限定されない。本発明に係るパッケージの代わりの実施形態は
、より少数あるいは多数の端子を有するダイを内蔵するように構成されてもよい。
【００３１】
　例えば、図２ＦＡ～図２ＦＢは、本発明の実施形態に係る平面２端子素子（例えば、ダ
イオード）用のリードフレームの平面図および２Ｆ－２Ｆ’線に沿った断面図を示してい
る。リードフレームは、ダイの裏面だけと熱的に接続される下部金属層を有している。上
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部金属層の２つの部分は、ダイの上部側で各接点と電気的に接続される。
【００３２】
　同様に、図２ＧＡ～図２ＧＢは、本発明の実施形態に係る水平方向の２端子素子（例え
ば、ダイオード）用のリードフレームの平面図および２Ｇ－２Ｇ’線に沿った断面図を示
している。リードフレームは、ダイの裏面側で接点と電気的に接続される下部金属層とダ
イの表面側で接点と電気的に接続される上部金属層を有する。
【００３３】
　図２Ｈは、デュアル素子用パッケージ用のリードフレームの平面図を示しているが、こ
のリードフレームは、３つの端子を有しており、そのうちの２つは素子の同一部分に接続
されている。特に、下部金属層は、裏面側接点と電気的に接続されており、上部金属層は
、それぞれ表面側接点と電気的に接続される２つの部分に別れる。図２Ｈで示される特定
のパッケージは、ＴＯ２２０／２４７／２５１型パッケージであり、支持構造にパッケー
ジを固定するネジを収容するタグ孔を備えることを特徴とする。ＴＯ２６３／２５２型パ
ッケージを含む他の実施形態では、曲げられたり、あるいは、ドレインのヒートシンクと
同一平面をなすように事前に成形されたプラスチック体に外部リードを備える。
【００３４】
　いま述べたパッケージとリードフレームの実施形態は、単一のダイとして設計されてい
るが、このことは本発明にとって必須のものではない。本発明に係る実施形態ではこれに
代えて、複数のダイを内蔵するように構成されてもよい。
【００３５】
　例えば、図２ＩＡ～図２ＩＢは、本発明に係るリードフレームの実施形態の概略平面図
および２Ｉ－２Ｉ’線に沿った断面図を示しており、２つのデュアルダイを内蔵するよう
に構成される。この特定の実施形態では、２つのダイは、共通の裏面側接点用の同一の端
子を共有するとともに、そのダイの表面側に別の端子と接点を備える。
【００３６】
　図２Ｊは、本発明に係るリードフレームの実施形態の概略平面図を示しており、２つの
ＭＯＳＦＥＴダイを内蔵するように構成されている。この特定の実施形態では、２つのＭ
ＯＳＦＥＴダイは、共通の裏面側接点（ドレイン）用の同一の端子を共有するとともに、
そのダイの表面側にソース用およびゲート用の端子と接点を備える。
【００３７】
　図２Ｊの実施形態は、ソース、ドレインおよびゲート接点のそれぞれについて、単一の
端子を有する構成を示しているが、このことは本発明にとって必須のものではない。図２
Ｋは、ソース（Ｓ）およびドレイン（Ｄ）用の複数の端子を有するＭＯＳＦＥＴダイ用の
リードフレームの概略平面図を示している。
【００３８】
　同様に、図２ＬＡ～図２ＬＢは、互いに独立したドレインを有する２つのＭＯＳＦＥＴ
ダイのそれぞれについて、複数のソース端子を有するリードフレームについての概略平面
および断面図を示している。これらのドレインと接触するリードフレーム部分は、成形ス
テップ後に（例えば、パンチングよって）切断されるタイバー構造により共に固定される
。図２Ｍは、２つの端子（Ｄ１，Ｄ２）に接触する１個の共通ドレイン接点および、それ
ぞれのダイに対して複数のソース端子を備えて、２つのダイを支持するリードフレームの
単純化された平面図を示す。
【００３９】
　同様に、図２Ｎは、複数のソース端子と、それぞれクリップ接続される複数のドレイン
端子を備えるとともに、さらに個片化の間および成形後に、周囲の金属マトリックスから
切断されるタイバー接続されることを特徴とするリードフレームの別の実施形態の平面図
を示している。図２Ｏは、一団となったドレイン端子の対をそれぞれに備える複数のＭＯ
ＳＦＥＴダイを内蔵するとともに、タイバーを含むリードフレームの別の実施形態の概略
平面図を示している。
【００４０】
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　前述の実施形態は、同一の種類のダイを内蔵して構成されるリードフレームとパッケー
ジに関するものであるが、このことは本発明にとって必須のものではない。これに代えて
、異なるダイの種類、例えば、ＭＯＳＦＥＴと集積回路（ＩＣ）を内蔵するように構成さ
れてもよい。
【００４１】
　例えば、図３Ａ～図３Ｂは、本発明の別の実施形態に係るリードフレーム３００の平面
図を示している。図３Ａは、上部金属層３０２および３つのパッケージダイ３０４、３０
６および３０８の平面図を示している。一方、図３Ｂは、下部金属層３１０およびパッケ
ージダイ３０４、３０６、３０８の平面図を示している。図３Ｃは、概略断面図を示して
いる。
【００４２】
　リードフレームの上部金属層３０２は、内蔵されたダイの上部表面の種々のパッドに接
触するリードを有することを特徴とする。例えば、ダイ３０４は、その上部表面に多くの
接点を有するＩＣダイを示している。そのため、リードフレームの上部金属層３０２は、
ダイとの間で必要な電気的かつ熱的な接続を提供するハンダ接点３１２を介して、これら
のパッド上に広がる複数のリード（５番～１７番）を有する。
【００４３】
　さらに、リードフレームの上部金属層３０２のリードは、特定の大きさのＩＣダイと接
触するものに限定されない。そのため、図３Ａに示すように、これらのリードは、より大
きなフットプリントを占めるＩＣダイを収容するように、２組のハンダ接点を有する。
【００４４】
　対照的に、ダイ３０６および３０８は、それぞれの頂部表面にゲートパッドと、それよ
り大きなソースパッドだけを有するＭＯＳＦＥＴである。したがって、上部金属層は、各
ＭＯＳＦＥＴダイに対する２つの独立した部分のみを有し、前記部分は、それぞれゲート
／ソースパッド上に広がり、ハンダ接点３１２を介して、それぞれと熱的かつ電気的に接
続される。特に、上部金属部分３３０は、ＭＯＳＦＥＴダイ３０６のゲートパッド（４番
のリード）と接触しており、大型上部金属部分３３２は、ダイ３０６のソースパッド（３
３～３６番のリード）と接触している。
【００４５】
　必須ではないが、この特定の実施形態では、大型上部金属部分３３２は、開孔部３３３
のパターンによって規定される格子様構造を有する。これらの開孔部は、パッケージ内部
での温熱環境の変化に対応する収縮と膨張に起因する大型金属部分での熱歪みを低減する
。
【００４６】
　図３Ａの実施形態の開孔部は正方形であるが、このことは本発明にとって必須のことで
はない。これに代えて、特定の用途に応じて、円形や多角形、それ以外の形状を含む他の
形状の開孔部を有することを特徴とする金属層を備えることを特徴とすることもできる。
【００４７】
　同様に、上部金属層の大型部分３４０は、ＭＯＳＦＥＴダイ３０８のソースパッド（２
１～２７番のリード）との熱的かつ電気的な接触が可能になっている。図３Ａ～図３Ｂに
示す実施形態では、上部金属層の同一（幅広）部分（１７番のリードに対応する）は、Ｉ
ＣとＭＯＳＦＥＴダイ３０８のゲートパッドの双方との共通の接点を有する。
【００４８】
　上部金属層３０２は、孤立したリード（１８～２０番および３２番）および一団となっ
たリード（１～３番および２８～３１番）を有すること特徴とする。特に以下で記載され
るように、リード１～３、２８～３１および３２は、下部金属層を介して、ＭＯＳＦＥＴ
ダイの下面で、ドレインパッドと電気的に接続される。
【００４９】
　図３Ｃの断面図で示されるように、リードフレーム３００の上部金属層から延びるリー
ドは、パッケージ体から露出する前に下方向に曲げられて、最終的にパッケージ層の底部
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から突出する。もっとも、このことは本発明にとって必須のものではない。他の実施形態
では、上部金属層は、前に図２Ｄを引用して示したように、いずれかの方向に曲げられて
、パッケージの側部の上部において露出することもできる。
【００５０】
　図３Ｂに示される下部金属層３４８の構成は、上部金属層よりも簡単である。ある実施
形態では、ＩＣダイ３０４の基盤となる下部金属層の部分３５０は、ＩＣダイとは全く電
気的に接続されていない。したがって、部分３５０は、いかなるリードとも接触していな
い。ただ、ヒートシンクを提供するために、パッケージの底部で露出されているだけであ
る。接地されるとともにピンに接続されるＩＣを要する実施形態では、この例の場合、電
気的な接続は、部分３５０を図３Ａのピン５に接続することによって得られる。
【００５１】
　２またはさらに多数のダイの間での接続を要する実施形態では、接続は、適切にパター
ン化されるとともに、連続するピンに２つ（または複数）のボール接点位置を有すること
によって提供される。図３Ａのピン１７は、そのような一例であり、ＩＣとＭＯＳＦＥＴ
のゲートを接続している。
【００５２】
　下部金属層の部分３５２は、ＭＯＳＦＥＴダイ３０６の下面でドレインパッドと電気的
かつ熱的に接続される。領域３５２ａは、上部金属層の一団となったピン１～３および孤
立したピン３２と接触するように、上方向に湾曲しているので、ＭＯＳＦＥＴダイ３０６
のドレインとの接触が得られる。下部金属層でのこのような上方向への湾曲は、プラスチ
ックパッケージ体の封止材内の層の機械的噛み合いを提供するのに役立つ。下部金属部分
３５２の下面は、また、パッケージの下面で露出されてヒートシンクとなる。
【００５３】
　下部金属層の部分３５４は、ＭＯＳＦＥＴダイ３０８の下面でドレインパッドと電気的
かつ熱的に接続される。部分３５４ａは、上部金属層の一団となったピン２８～３１およ
びピン１８と接触するように、上方向に湾曲しているので、ＭＯＳＦＥＴダイ３０８のド
レインとの接触が得られる。下部金属層でのこのような上方向への湾曲は、プラスチック
パッケージ本体の封止材内の層の機械的噛み合いを提供するのに役立つ。下部金属部分３
５４の下面は、また、パッケージの下面で露出されてヒートシンクとなる。
【００５４】
　図３Ａ～図３Ｂのパッケージの特定の実施形態では、ピン１８番は、実装とＭＯＳＦＥ
Ｔ３０８のドレインのヒートシンクへの電気的な接続をもたらすのに役立つ。この実施形
態では、ピン１９番および２０番は接続ピンではないが、他の実施形態では、熱的かつ電
気的な接続用の予備位置として使用することができる。
【００５５】
　先述のリードフレームの実施形態は、いくつかの利点をもたらす。１つの利点は、構成
と大きさの異なるダイを内蔵できる適合性を有することである。例えば、ＭＯＳＦＥＴダ
イは、格子様の下部金属部分の利用可能な領域の大部分を占有するように示されているが
、このことは必須ではない。図３Ａ～図３Ｂに示されるリードフレームの実施形態は、上
部金属部分の内部に適合する、より小さなフットプリントあるいは異なるフットプリント
を占有するＭＯＳＦＥＴダイを内蔵するように構成されてもよい。そのような実施形態で
は、ある特定の接点（例えば、ゲート）の位置を固定して、他の接点（例えば、ソース）
の位置はダイの大きさや形状に応じて空間内で変えられるようにすることもできる。
【００５６】
　本発明の実施形態に係るパッケージ体からピンとして突出するリードフレームの金属層
の部分は、パッケージの内部で作用して、同一水平面上に実装される２または多数の別個
のダイの間で、アプリケーションの要求に応じて、信号ルーティング機能を成しうる。例
えば、図４は、一実施形態の概略図を示しており、ＩＣダイ４０１およびＭＯＳＦＥＴダ
イ４０２は、連続するピンを介してハンダボール接続と結合される。さらに、図４は、あ
る実施形態に従って、この連続するピン接続が部分４００として延長された後、部分４０
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４まで達することができることを示しており、このことは、ＩＣダイ４０２とＭＯＳＦＥ
Ｔダイ４０６の接点の間に連続する信号ルーティングを提供する。ある実施形態では、部
分４０４は、突出されたピン部分４０８として延びている。
【００５７】
　これまでに示された実施形態は、同一の水平面に信号ルーティングで配置された複数の
ダイを内蔵するように構成されるパッケージとリードフレームを表しているが、このこと
は本発明にとって必須のものではない。これに代えて、本発明に係るパッケージとリード
フレームの実施形態は、垂直方向に積層して配向される多数のダイや他の配向を有するこ
とを特徴としてもよい。
【００５８】
　例えば、図５は、２つのフリップチップダイを内蔵して構成されるパッケージの実施形
態の概略断面図を示している。第１のフリップチップダイ５００は、リードフレームの上
部金属層５０２の下面に支持されている。第２のフリップチップダイ５０４は、リードフ
レームの下部金属層５０６に支持されている。ダイ５００と５０４の表面の接点は、ハン
ダボール５０８を介して、互いに電気的に接続されている。第１のダイ５００の表面の他
の接点は、中間金属層５１０と電気的に接触している。
【００５９】
　積層されたダイの構成とは別に、図５の実施形態の２つの態様が注目に値する。第１に
、図５のパッケージは、その両側に露出されたヒートシンクを有する。そのようなヒート
シンクの１つは、下方に置かれたＰＣボードと熱的に接続されてもよく、また、周辺の環
境と熱的に接続される他方のヒートシンクと熱的に接続されてもよい。先述した１または
複数の実施形態に、複数のヒートシンクをそのように使用できることが、理解されるべき
である。
【００６０】
　第２に、本発明に係る実施形態は、２または任意の数の多数の金属層を使用することに
限定されたり、２つのダイのみを含むことに限定されたりしない。むしろ、本発明の実施
形態では、任意の数の所望のダイを複数の金属層で挟んで実施することができる。
【００６１】
　図３Ａ～図３Ｃに関連して上述されたように、多様な大きさのダイが種々の金属層に支
持されることが許されるので、パッケージの設計者は、本発明の実施形態に係るリードフ
レームを柔軟に設計できる。本発明の実施形態に従うサンドイッチ構造で、複数のモジュ
ールを結合すれば、パッケージ設計が更に柔軟になる。
【００６２】
　例えば、図６は、図示される第１および第２の金属層６０４、６０６の間に挟まれた第
１のフリップチップダイ６０２を含むパッケージ６００を示している。マルチチップモジ
ュール（ＭＣＭ）の製造は、それ自体が金属層６１２と６１４の間に挟まれる第２のフリ
ップチップダイ６１０を含むモジュール６０９を組み込むことによって達成される。パズ
ルのピースを組み合わせるのと類似する方法で、パッケージが、複数の挟まれたダイ部品
から組み立てられることによって、特殊な要求に対するパッケージの設計に、十分な柔軟
性を付加することができる。
【００６３】
　図７は、本発明に係るパッケージのさらに別の実施形態の概略断面図を示しており、こ
の実施形態のパッケージは、複数の小さな要素から形成されている。特に、パッケージは
、サンドイッチ状の金属層の一方とのハンダボール接点を介して（例えば、第３のフリッ
プチップダイと第４のフリップチップダイの間の陰をつけられたハンダボールおよび下部
金属層を介して）、同一面に内部接続部と信号ルーティングを有するダイを有する。パッ
ケージは、ハンダボール接点を介して（例えば、第１のフリップチップダイと第２のフリ
ップチップダイの間にある陰をつけられたハンダボールを介して）、互いに垂直方向にあ
る内部接続部と信号ルーティングを有するダイも有している。このパッケージでは、サン
ドイッチ状の下部金属層は、垂直方向に接続されるダイの１つを支持する下部金属層との
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接続を確立するために、下部平面にあってもよく、あるいは、垂直方向に接続されるダイ
の上部と接続される上部金属層との接続を確立するために、上方向に曲げられていてもよ
い。図７のパッケージは、両側にヒートシンクを有しており、上面側に複数のヒートシン
クを有している。
【００６４】
　本発明に係る実施形態は、特定の種類のダイを内蔵することに限定されない。もっとも
、パワーデバイスのような、ある種のダイは、本発明に係るパッケージに特に適している
。本出願の目的において、「パワーデバイス」という用語は、パワーエレクトロニクス回
路の中でスイッチまたは整流器として使用される半導体装置について言及していると解釈
される。これらは、ダイオード、パワーＭＯＳＦＥＴ、絶縁ゲート型バイポーラ・トラン
ジスタ（ＩＧＢＴ）、ディスクリートデバイスのアナログまたはデジタル制御に用いられ
るパワー集積回路のようなディスクリートデバイスを含むが、これらに限定されない。
【００６５】
　パワーデバイスは、組み合わされて、電源や蓄電制御システムのような電力操作機能を
発揮するように一般に用いられる。平面あるいは垂直構造を有するパワーディスクリート
デバイスは、数ミリワットから数キロワットまでの電力を処理できる。上述したパッケー
ジに対して、典型的なパワーデバイスが、約５００ワットと５ミリワットの間で操作され
てもよい。オフ状態では、約数ボルトから約２０００ボルトまでの電圧で逆降伏が起こる
可能性がある。パワーデバイス用の操作電流は、数ミリアンペアから数百アンペアまでの
範囲に亘る可能性がある。
【００６６】
　上記は、特定の実施形態の詳細な記載であるが、種々の修正例、代替構造および均等物
が用いられてもよい。したがって、上記の記載および説明は、添付された請求項によって
定義される本発明の範囲を限定するものと解されるべきではない。
【００６７】
　本特許出願は、２００８年５月１５日提出の米国仮特許出願第６１／０５３，５６１号
および、２００８年８月５日提出の米国特許出願第１２／１８６，３４２号に基づく優先
権を主張するものであり、その全てが、全ての目的において参照されて、本特許出願に包
含される。
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